
提

出

者

長

妻

昭

平
成
十
四
年
十
二
月
十
二
日
提
出

質

問

第

四

四

号

閣
議
決
定
（
レ
セ
プ
ト
審
査
・
支
払
の
民
間
委
託
）
の
軽
視
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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閣
議
決
定
（
レ
セ
プ
ト
審
査
・
支
払
の
民
間
委
託
）
の
軽
視
に
関
す
る
質
問
主
意
書

閣
議
決
定
に
つ
い
て
お
尋
ね
す
る
。

一

閣
議
決
定
に
行
政
が
違
反
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
る
の
か
。

二

閣
議
決
定
に
違
反
し
た
場
合
、
当
該
、
国
家
公
務
員
が
法
令
違
反
と
な
る
場
合
が
あ
る
の
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

ど
の
よ
う
な
法
令
違
反
か
。
考
え
う
る
ケ
ー
ス
を
お
示
し
願
い
た
い
。

三

閣
議
決
定
の
法
的
効
力
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

四

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
付
け
の
閣
議
決
定
「
保
険
者
に
よ
る
レ
セ
プ
ト
の
審
査
・
支
払
（
平
成
十
三
年
度
中
に
措

置
）
」
に
は
、
レ
セ
プ
ト
の
審
査
・
支
払
の
民
間
委
託
等
が
う
た
わ
れ
、
健
康
保
険
組
合
な
ど
に
対
し
て
社
会
保
険
診
療
報

酬
支
払
基
金
に
審
査
・
支
払
を
委
託
す
る
こ
と
を
事
実
上
強
制
し
て
い
る
通
達
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
保
健
局
長
通
達
）

等
の
廃
止
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
平
成
十
三
年
度
中
に
措
置
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
だ
に
通
達
が

廃
止
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
厚
生
労
働
省
自
ら
も
国
会
答
弁
で
も
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

�

閣
議
決
定
が
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
措
置
を
講
ず
る
の
か
。

�

通
達
廃
止
は
い
つ
実
行
す
る
の
か
（
年
月
で
時
期
を
明
示
）
。

一



�

閣
議
決
定
違
反
が
放
置
さ
れ
て
い
る
理
由
。

�

閣
議
決
定
違
反
の
責
任
は
誰
が
ど
の
よ
う
に
と
る
か
。

�

閣
議
決
定
に
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
点
か
。

右
質
問
す
る
。

二


